
靴
磨
き
S
A
K
A
I
N
O
さ

ん
は
、
昨
年
の
８
月
に
御
蔭
に

開
業
さ
れ
た
靴
磨
き
・
革
製
品

の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
専
門
店
で
す
。

代
表
の
境
野

涼
さ
ん
は
、

大
学
卒
業
後
、
大
手
靴
販
売
店

に
就
職
。
社
内
販
売
コ
ン
テ
ス

ト
に
て
１
位
に
な
っ
た
他
、
最

年
少
店
長
に
抜
擢
さ
れ
県
内
店

舗
に
て
ご
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

退
職
後
、
革
靴
リ
ペ
ア
の
専
門

店
に
転
職
。
修
行
後
独
立
を
さ

れ
今
日
に
至
り
ま
す
。

「
汚
れ
て
い
る
物
を
綺
麗
に
す

る
事
が
好
き
。
専
門
店
が
最
寄

り
に
な
い
地
域
と
言
う
の
も
あ

り
、
渋
川
市
近
郊
の
み
な
さ
ま

に
認
知
し
て
い
た
だ
き
、
革
製

品
を
大
事
に
長
く
使
用
す
る
お

手
伝
い
が
し
た
い
。
定
期
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど

店
舗
で
の
販
促
活
動
に
加
え
出

店
イ
ベ
ン
ト
等
の
店
舗
外
活
動

も
積
極
的
に
行
い
、
昔
の
物
を

大
事
に
す
る
文
化
を
多
く
の
人

に
広
め
て
行
き
た
い
」
と
意
気

込
み
を
語
ら
れ
ま
し
た
。
革
靴

の
他
に
、
革
製
の
バ
ッ
ク
や
小

物
の
修
理
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
も

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ご
興
味
の

あ
る
方
は
是
非
イ
ン
ス
タ
グ
ラ

ム
に
て
営
業
日
を
ご
確
認
の
上
、

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

令和6年5月1日発行（毎月１日発行） 渋川商工会議所会報 第618号

代 表 境野 涼

業 種 靴磨き・革クリーニング業

住 所 渋川市渋川3789-1（御蔭）

定休日 土曜日（イベント出店等により不定休）

営業時間 午前9時00分～午後5時00分

連絡先 ０８０‐5０２７‐４８５８

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

不要です年1.35％

(令和6年5月1日現在)

運転資金 ７年以内

設備資金１０年以内
２，０００万円

（小規模事業者経営改善資金融資制度） マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする
小規模事業者の方々をバックアップするため、
無担保・無保証人・低利で融資する制度です。
ご相談の場合は、当所までご連絡ください。マル経融資制度

融資限度額 返済期間 利 率 担保・保証人

会員事業所紹介 Vol.２5２

・常時使用する従業員が20人以下（宿泊業・娯楽業を除く商業・サービ
ス業の場合は5人以下の法人、個人事業主の方

・経営指導員による経営指導を原則6カ月以上受けている方
・所得税、法人税、事業税又は都道府県民税若しくは市町村民税（均等

割を含む）について納期限の到来している当該義務納税額（延納又は
納税猶予に係る税額を除く）を完納している方

・同一地区（原則）で最近1年以上事業を行っている方
・商工業者でありかつ日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方

申
込
時
の
提
出
資
料(

主
な
も
の)

・前年、前々年の青（白）色決算
書及び確定申告書（控）

・税金の領収書または納税証明書
・決算後6カ月以上経過の場合は
最近の試算表（法人の場合）

・会社の登記簿謄本（法人の場合）
・見積書、カタログ等（設備資金
をお申込みの場合）など

(6)- お買い物は地元で -

※新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方については特例措置がございます。

別枠1,000万円（運転・設備とも20年以内、据置5年以内）当初3年間通常貸付金利△0.5％ 2024/6/30まで
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靴磨きSAKAINO

一
足
一
足
丁
寧
に

足
元
が
綺
麗
だ
と
心
も
晴
れ
る

Instaglam

リ
ペ
ア
シ
ュ
ー
ズ
や

雑
貨
を
販
売

趣
あ
る
店
内
と

靴
磨
き
を
す
る
代
表
の
境
野
さ
ん


